
《恵泉会地域生活支援センター》 

◎行動障害支援体制加算 

 恵泉会地域生活支援センターは、行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支

援等を実施するために、強度行動障害者支援者養成研修（実践研修）を修了し、専門的な知識及び支援技

術を持つ常勤の相談支援専門員を１名以上配置し、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制を整

えています。 

 

・修了した研修：強度行動障害者支援者養成研修【基礎研修】【実践研修】 

・配    置：相談支援専門員１名 

 

 

◎主任相談支援専門員の配置 

 恵泉会地域生活支援センターは、地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な

サービスの総合的かつ適切な利用支援や、相談支援従事者への助言・指導等を通じた人材育成と支援困

難事例への対応等の高度な相談支援を行うため、主任相談支援専門員を配置し、利用者及び障がい者等

の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な障害

福祉サービスの利用が行われるようにします。 

 

・修了した研修：主任相談支援専門員研修 

 

 

◎要医療児者支援体制加算 

 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定により、計画相談支援及び障害児相談支援について、さら

なる質の向上を目指すための見直しが行われました。 

 このことに伴い新設されました「要医療児者支援体制加算」の対象となる研修を修了した相談支援専

門員を令和５年１月より配置しております。 

※要医療児者支援体制加算とは…重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な

計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支

援専門員を事業所に配置する 

 

・修了した研修：令和４年度 宮城県・仙台市医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

 ＜開 催 日：令和４年１２月２日・３日・１７日・１８日＞ 

・配    置：相談支援専門員１名 

 



◎精神障害者支援体制加算 

 恵泉会地域生活支援センターは、 精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活

等をする精神障害者の方に対し、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた計画相談支援等

を実施するために、下記のとおり、研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。             

 

・体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修 

 研修名：精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業に係る研修 

 開催日時：令和５年１２月１日 

 主催者：宮城県精神保健福祉センター 

・研修を修了した者 

 相談支援専門員 ２名 

 

 


